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第１章総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は，東京工業大学（以下「本学」という。）における大学院の標準修業年限，教

育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。 

（研究科） 

第２条 本学大学院に置く研究科は，次のとおりとする。 

理工学研究科 

生命理工学研究科 

総合理工学研究科 

情報理工学研究科 

社会理工学研究科 

イノベーションマネジメント研究科 

２ 前項に規定する研究科の目的及び位置は，国立大学法人東京工業大学組織運営規則（平成16年

規則第２号）第17条第１項の定めるところによる。 

（専攻並びに入学定員及び収容定員） 

第３条 研究科に置く専攻並びに入学定員及び収容定員は，別表１のとおりとする。 

（課程） 

第４条 大学院に，博士課程及び専門職学位課程（学校教育法（昭和22年法律第26号）第99条第２



項に規定する専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）を置く。 

（標準修業年限等） 

第５条 標準修業年限は，博士課程にあっては５年とし，専門職学位課程にあっては２年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，専門職学位課程においては，主として実務の経験を有する者に対し

て教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を

行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は，その標準修業年限を１年以上２年未満

の期間とすることができる。 

３ 博士課程は，これを前期２年の課程及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程は，これを

修士課程として取り扱うものとする。 

４ 前項の前期２年の課程は，「修士課程」といい，後期３年の課程は，「博士後期課程」という。 

５ 第１項から前項までの規定にかかわらず，再入学者及び転入学者の標準修業年限は，過去に本

学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等

を考慮して定める。 

６ 第１項及び第３項の規定にかかわらず，教育研究上必要がある場合においては，後期３年の課

程のみの博士課程を置くことができる。 

（課程の目的） 

第６条 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を修め，専攻分野における理論と応用の研究能

力を培うことを目的とする。 

２ 博士後期課程は，専攻分野について，独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加え

るとともに，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事す

るに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

３ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を

培うことを目的とする。 

（在学年限） 

第７条 修士課程の在学期間は，２年とする。ただし，２年を限り在学期間の延長を許可すること

がある。 

２ 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあ

っては，前項本文中「２年」とあるのは「２年６月」と読み替えて，前項の規定を適用する。 

３ 博士後期課程の在学期間は，３年とし，６年を超えることができない。 

４ 専門職学位課程の在学期間は，２年とする。ただし，２年を限り在学期間の延長を許可するこ

とがある。 

５ 第１項から前項までの規定にかかわらず，再入学者及び転入学者の在学年限は，過去に本学大

学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考

慮して定める。 

（学年） 

第８条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第９条 学年を，次の２学期に分ける。 



前学期 ４月１日から９月30日まで 

後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第１０条 学生の休業日は，次に掲げるとおりとする。 

一 日曜日 

二 土曜日 

三 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

四 創立記念日（５月26日） 

２ 春期，夏期，冬期及び臨時の休業日は，その都度学長が定める。 

３ 休業日において，必要がある場合には，授業を行うことがある。 

 

第２章 入学，進学，再入学及び転入学 

（修士課程の入学資格） 

第１１条 修士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 学校教育法第83条に規定する大学（以下第８号及び第９号において同じ｡）を卒業した者 

二 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること 

により当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 

五 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

六 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

七 文部科学大臣の指定した者 

八 大学に３年以上在学した者，外国において学校教育における15年の課程を修了した者，又は

我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であっ

て，本学大学院において，所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者 

九 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で，22歳に達したもの 

（博士後期課程の入学資格） 

第１２条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 修士の学位又は専門職学位を有する者 

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門



職学位に相当する学位を授与された者 

四 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51

年法律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立され

た国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

六 文部科学大臣の指定した者 

七 本学大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

（専門職学位課程の入学資格） 

第１３条 専門職学位課程の入学資格については，第11条の規定を準用する。 

（博士後期課程への進学） 

第１４条 本学修士課程又は専門職学位課程を修了して，引き続き博士後期課程に進学（志願する

研究科又は専攻が，修士課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻   と異なる場合も含

む。）することを願い出た者に対しては，選考のうえ，進学を許可する。 

（入学の時期） 

第１５条 入学の時期は，学期の始めとする。 

（入学志願の手続き） 

第１６条 入学志願者は，入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて，願い出なければな

らない。 

２ 前項の検定料は，別に定めるところにより，免除することがある。 

３ 一度納付した検定料は，別に定めがある場合を除き返還しない。 

４ 入学志願の時期は，その都度決定して公告する。 

（入学考査） 

第１７条 入学志願者に対しては，学力その他について考査のうえ入学者を決定する。 

２ 前項の入学考査の方法，期日等については，その都度決定して公告する。 

（再入学） 

第１８条 本学の大学院を修了した者，第23条の規定により退学した者又は第53条第４号若しくは

第５号の規定により除籍された者が再び入学を願い出たときは，収容力のある場合に限り，前条

の規定にかかわらず，別に定めるところにより，考査のうえ入学を許可することがある。 

（転入学） 

第１９条 他の大学の大学院に在学している者で，本学の大学院に転入学を願い出る者があるとき

は，収容力のある場合に限り，学力その他について考査のうえ入学を許可することがある。 

（誓書） 

第２０条 入学を許可された者は，所定の誓書を提出し，これに記載された事項を守らなければな

らない。 

 



第３章 休学，留学，退学，転学並びに転研究科及び転専攻 

（休学） 

第２１条 傷病その他やむをえない理由のため２か月以上学習することができないときは，許可を

受けて休学することができる。 

２ 傷病のため学習することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては，休学を

命ずることがある。 

３ 休学期間中でもその事情がなくなったときは，届け出て復学することができる。 

４ 休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の事情があるときは引き続き許可するが，修士

課程及び専門職学位課程にあってはそれぞれ通算して２年を，博士後期課程にあっては通算して

３年を超えることができない。 

５ 休学した期間は，在学期間に算入しない。 

６ 休学に関し必要な事項は，別に定める。 

（留学） 

第２２条 外国の大学に留学しようとするときは，願い出て留学することができる。 

２ 留学した期間は，標準修業年限及び在学期間に算入する。 

３ 留学に関し必要な事項は，別に定める。 

（願いによる退学） 

第２３条 傷病その他やむをえない事情があるときは，願い出て退学することができる。 

（大学の命ずる退学） 

第２４条 成業の見込みがないと認めたときは，退学を命ずることがある。 

（転学） 

第２５条 他の大学の大学院に転学しようとするときは，あらかじめ許可を受けなければならない。 

（転研究科及び転専攻） 

第２６条 転研究科又は転専攻を志願する者については，別に定めるところにより，許可すること

がある。 

 

第４章 教育課程及び履修方法等 

（授業科目，単位数及び履修方法等） 

第２７条 大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目，単位数及び履修方法等につい

ては，別に定める。 

（教育方法） 

第２８条 本学大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という｡によって行う。 

２ 前項に定めるもののほか，本学専門職大学院の教育は，専攻分野に応じ体系的かつ実践的な教

育課程を編成し，第６条第３項に規定する目的を達成するために適切な方法によって行う。 

３ 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは，国内外の他の大学の大学院又は研究所

等（以下「他の大学院等」という｡とあらかじめ協議の上，本学大学院の学生が，当該他の大学

院等において一部の研究指導を受けることを認めることがある。 



（授業の方法） 

第２９条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの方法の併

用により行う。 

２ 前項の授業は，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修さ

せることができる。ただし，本学専門職大学院においては，十分な教育効果が得られる専攻分野

に関して，当該効果が認められる授業について，これを行うことができるものとする。 

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディア

を高度に利用して，当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

４ 第１項の授業及び研究指導の一部を，本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

５ 前各項に定めるもののほか，本学専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教

育が行なえるよう専攻分野に応じ事例研究，現地調査又は，双方向若しくは多方向に行われる討

論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 

（教育課程） 

第３０条 本学大学院に，修士課程及び博士後期課程の一貫教育を行う教育課程として，次の教育

課程を置く。 

グローバルリーダー教育課程 

環境エネルギー協創教育課程 

情報生命博士教育課程 

グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程 

２ 教育課程に関し必要な事項は，別に定める。 

 

第５章 履修の認定及び学位等 

（授業科目の履修の認定） 

第３１条 授業科目の履修の認定は，試験又は研究報告による。 

２ 授業科目の履修の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３２条 本学大学院において教育上有益と認めるときは，学生が他の大学の大学院において履修

した授業科目について修得した単位を，修士課程及び博士後期課程を通じて10単位（専門職学位

課程にあっては15単位）を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したも

のとして認定することができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第21条の規定により休学し，当該休学期間中に外国の大学において授

業科目を履修する場合及び第22条の規定により外国の大学に留学する場合について準用する。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第３３条 本学大学院において教育上有益と認めるときは，学生が本学大学院に入学する前に大学

院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む｡

を，本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定により本学大学院（専門職学位規程を除く。以下この項において同じ。）において

認定することができる単位数は，転入学の場合を除き，本学大学院において修得した単位以外の



ものについては，10単位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定により専門職学位課程において認定することができる単位数は，転入学の場合を

除き，本学専門職学位課程において修得した単位以外のものについては，前条第１項（同条第２

項において準用する場合を含む。）の規定により本学専門職学位課程において修得したものとし

て認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。ただし，別に定めがある場合はこの

限りでない。 

（修士課程修了の要件） 

第３４条 修士課程修了の要件は，大学院に２年以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に

関しては，特に優れた業績を上げた者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとす

る。 

２ 前項に規定する単位数には，別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。 

３ 第１項の場合において，研究科が当該修士課程の目的に応じ適当と認めるときは，特定の課題

についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

４ 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあ

っては，第１項中「２年」とあるのは「２年６月」と読み替えて，同項の規定を適用する。 

（博士課程修了の要件） 

第３５条 博士課程の修了の要件は，大学院に５年（修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学

し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し，

30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし，在学期間に関しては，特に優れた研究業績を上げた者については，大学

院に３年（修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，

当該課程における２年の在学期間を含む｡以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項に規定する単位数には，別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。 

３ 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の

要件については，第１項中「５年（修士課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあって

は，当該課程における２年の在学期間を含む｡」とあるのは「修士課程における在学期間に３年

を加えた期間」と,｢３年（修士課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該

課程における２年の在学期間を含む｡」とあるのは「３年（修士課程における在学期間を含む｡」

と読み替えて，同項の規定を適用する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，第12条第２号から第７号までの一に該当する者が，博士後期課程

に入学した場合の博士課程の修了要件は，当該課程に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた

上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，特に優

れた研究業績を上げた者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（専門職学位課程修了の要件） 

第３６条 専門職学位課程の修了の要件は，専門職大学院に２年以上在学し, 40単位以上の修得そ

の他の教育課程の履修により課程を修了することとする。 

２ 前項に規定する単位数には，別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。 



３ 第１項の規定にかかわらず，在学期間に関しては，第33条の規定により専門職学位課程に入学

する前に修得した単位（学校教育法第102条第１項の規定により入学資格を有した後，修得した

ものに限る。）を当該専門職学位課程において修得したものとして認定する場合であって，当該

単位の修得により当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと当該教授会が認めるとき

は，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該専門職学位

課程に在学したものとみなすことができる。 

（論文審査の協力） 

第３７条 本学が必要があると認めたときは，論文の審査について，他の大学の大学院等の教員等

の協力を求めることができる。 

（最終試験） 

第３８条 最終試験は，所定の単位を修得し，かつ，論文を提出した者について行う。 

（修了の認定） 

第３９条 課程修了の認定は，各研究科の教授会が行う。 

（学位） 

第４０条 本学の修士課程，博士課程又は専門職学位課程を修了した者には，別表２の区分により

学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか，学際領域等の分野を専攻した者で，当該研究科が適当と認めるとき

は，学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。 

（学位の授与） 

第４１条 学位の授与については，別に定める東京工業大学学位規程（平成16年規程第13号）によ

る。 

（教育職員免許状） 

第４２条 大学院において教育職員免許法（昭和24年法律第147号）に規定する所定の単位を修得し

た者が取得できる教育職員免許状の種類は，別表３のとおりとする。 

（学習に関する証明書の交付） 

第４３条 学習に関する証明書は，願い出により交付する。 

 

第６章入学料及び授業料 

（入学料） 

第４４条 入学，再入学及び転入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする

者は，所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし，第49条第１項の

規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については，免除又は徴収猶予を許可し，又

は不許可とするまでの間，入学料の徴収を猶予する。 

（授業料） 

第４５条 授業料の額は，別に定めるところによるものとし，各年度に係る授業料について，次の

区分で納付しなければならない。なお，それぞれの期において納付する額は，年額の２分の１に相

当する額とする。 

 



納付区分 納期 

前期分（4月～9月） 5 月 31 日まで 

後期分（10 月～3月） 11 月 31 日まで 

 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収するときに，

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

（既納の入学料及び授業料） 

第４６条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。 

（休学者及び復学者の授業料） 

第４７条 学生が休学を許可され，又は命ぜられ，次の各号の一に該当する場合は，月割により，

休学当月の翌月（休学の開始日が月の初日である場合にあっては，休学当月）から復学当月の前

月までの授業料を免除する。 

一 第45条第１項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合 

二 第49条第２項の規定により，授業料の徴収猶予の許可を受けている場合 

２ 前項の規定により，授業料の免除を受けた学生が，第45条第１項に規定する授業料の納期より

後に復学した場合にあっては，復学当月から当該学期末までに係る授業料を，直ちに納付しなけ

ればならない。 

（退学者等の授業料） 

第４８条 退学又は除籍の場合であっても，その学期に属する分の授業料は，納付しなければなら

ない。ただし，学生が退学を許可され，次の各号の一に該当する場合は，月割により，退学当月

の翌月以降の授業料を免除する。 

一 第45条第１項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合 

二 次条第１項の規定により，授業料の徴収猶予の許可を受けている場合 

２ 停学を命ぜられた場合でも，その期間中の授業料は，納付しなければならない。 

（入学料及び授業料の免除又は徴収猶予） 

第４９条 入学料及び授業料は，別に定める基準により，免除又は徴収猶予することができる。 

２ 授業料の徴収猶予（月割分納）による月割額は，年額の12分の１とする。 

（授業料返還の特例） 

第５０条 第46条の規定にかかわらず，授業料を納付した者において，当該授業料に係る期間に，

休学した者については，月割により，休学当月の翌月（休学の開始日が月の初日である場合にあ

っては，休学当月）から復学当月の前月までの授業料を，修了，退学，除籍及び死亡により在籍

しなくなった者については，月割により，修了日，退学日，除籍日及び死亡の届出のあった日の

属する月の翌月以降の授業料を返還する。 

 

第７章 表彰及び懲戒並びに除籍 

（表彰） 

第５１条 学生に表彰に値する行為があったときは，表彰することがある。 

２ 表彰に関し必要な事項は，別に定める。 



（懲戒） 

第５２条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為を行った

ときは，当該研究科教授会の議を経て，懲戒する。 

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

（除籍） 

第５３条 次の各号の一に該当する者は，除籍する。 

一 在学期間が第７条第１項及び第３項から第５項までに規定する年数を超えるとき。 

二 休学期間が第21条第４項に規定する期間を超えるとき。 

三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可

された者が，納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。 

四 授業料の納付を怠り，督促しても，なお，納付しなかったとき。 

五 第21条第２項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が，別に定める休学期間を経過

しても復学できないとき。 

 

第８章 科目等履修生等 

（科目等履修生） 

第５４条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業

科目を履修することを願い出る者があるときは，考査のうえ科目等履修生として入学を許可する

ことがある。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

（聴講生） 

第５５条 本学の定める授業科目中，特定の授業科目を選んで学習を願い出る者があるときは，考

査のうえ聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関し必要な事項は，別に定める。 

（研究生） 

第５６条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があるときは，本学

が適当と認め，かつ，支障のない場合に限り，研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第５７条 他の大学との協定に基づき，国内の他の大学の大学院の学生で本学が開設する授業科目

を履修することを願い出る者があるときは，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別研究学生） 

第５８条 国内の他の大学の大学院の学生で，本学の大学院研究科において研究指導を受けること

を志願する者があるときは，当該他の大学の大学院と協議の上，特別研究学生として入学を許可

することがある。 

２ 特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 



（海外交流学生） 

第５９条 本学と国外の他の大学との学術交流協定等に基づき，本学の教員の下で教育研究指導を

受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には，海外交流学生

として，入学を許可することがある。 

２ 海外交流学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（海外訪問学生） 

第６０条 本学と国外の他の大学との相互了解に基づき，本学の教員の下で教育研究指導を受ける

ことについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には，本学において教育研

究上有益と認められ，支障のない場合に限り，海外訪問学生として入学を許可することがある。 

２ 海外訪問学生に関し必要な事項は，別に定める。 

 

第９章 寄宿舎及び厚生保健施設 

（寄宿舎） 

第６１条 本学に，寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。 

（厚生保健施設） 

第６２条 本学に，厚生保健施設を置く。 

２ 厚生保健施設に関し必要な事項は，別に定める。 

附則 

１ この学則は，平成23年４月１日から施行する。 

２ 平成23年３月31日に在学する短期交換学生及び短期研修学生の取扱いについては，当該学生が

在学しなくなる日までの間，なお従前の例による。 

３ この学則の施行日前に行った懲戒事由に該当する行為について，この学則施行日後に懲戒を行

うときは，この学則の定めるところによる。 

４ 第52条の規定にかかわらず，この学則の施行日前に東京工業大学学則（平成16年学則第１号）

第65条の規定により懲戒処分を受けた学生の懲戒の取扱いについては，当該処分が終了するまで

の間，なお従前の例による。 

附則（平24.３ .２学１） 

この学則は，平成24年４月１日から施行する。ただし，グローバル原子力安全・セキュリティ・エ

ージェント教育課程に係る改正規定は，平成24年10月１日から施行する。 

附則（平25.１ .11学２） 

この学則は，平成25年１月11日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

(1) 理工学研究科 

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

理

工

学

研

究

所 

 

数 学 

基 礎 物 理 学  

物 性 物 理 学  

化 学  

地 球 惑 星 科 学  

物 質 科 学  

材 料 工 学  

有 機 ・ 高 分 子 物 質  

応 用 化 学  

化 学 工 学  

機 械 物 理 工 学  

機 械 制 御 シ ス テ ム 

機 械 宇 宙 シ ス テ ム 

電 気 電 子 工 学  

電 子 物 理 工 学  

集 積 シ ス テ ム 

土 木 工 学  

建 築 学  

国 際 開 発 工 学  

原 子 核 工 学  

人

２２ 

２３ 

３５ 

４１ 

１９ 

３２ 

４３ 

５１ 

２７ 

２８ 

４４ 

５２ 

２９ 

３５ 

３６ 

３２ 

２７ 

３６ 

２６ 

２６ 

人

４４ 

４６ 

７０ 

８２ 

３８ 

６４ 

８６ 

１０２ 

５４ 

５６ 

８８ 

１０４ 

５８ 

７０ 

７２ 

６４ 

５４ 

７２ 

５２ 

５２ 

人

 ８ 

 ８  

１２ 

１２ 

 ７  

１０ 

１３ 

１５ 

 ７  

 ９  

１２ 

１５ 

 ９  

１３ 

１２ 

１０ 

 ８  

１１ 

 ９  

１２ 

人  

２４ 

２４ 

３６ 

３６ 

２１ 

３０ 

３９ 

４５ 

２１ 

２７ 

３６ 

４５ 

２７ 

３６ 

３３ 

３０ 

２４ 

３３ 

２７ 

３３ 

合 計  ６６４ １，３２８ ２１２ ６２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研
究
科 



（２）生 命 理 工 学 研 究 科  

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

生

命

理

工

学

研

究

科

 

分 子 生 命 科 学 

生 体 シ ス テ ム 

生 命 情 報  

生 物 プ ロ セ ス 

生 体 分 子 機 能 工 学  

人

２９ 

２６ 

３１ 

３０ 

３０ 

人

５８ 

５２ 

６２ 

６０ 

６０ 

人

 ８ 

 ９  

 ９  

 ７  

１１ 

人  

２４ 

２４ 

２４ 

２１ 

３０ 

合 計  １４６ ２９２ ４４ １２３ 

（３）総 合 理 工 学 研 究 科  

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

総

合

理

工

学

研

究

科 

 

物 質 科 学 創 造 

物 質 電 子 化 学 

材 料 物 理 科 学 

環 境 理 工 学 創 造 

人 間 環 境 シ ス テ ム 

創 造 エ ネ ル ギ ー 

化 学 環 境 学 

物 理 電 子 シ ス テ ム 創 造 

メ カ ノ マ イ ク ロ 工 学 

知 能 シ ス テ ム 科 学 

物 理 情 報 シ ス テ ム 

人

４４ 

４８ 

４３ 

４０ 

４４ 

４１ 

４０ 

４６ 

３１ 

７６ 

４１ 

人

 ８８ 

 ９６ 

 ８６ 

 ８０ 

 ８８ 

 ８２ 

 ８０ 

 ９２ 

 ６２ 

１５２ 

 ８２ 

人

２２ 

２０ 

１９ 

２６ 

１８ 

１７ 

１６ 

２３ 

１０ 

３１ 

１７ 

人  

６６ 

６０ 

５７ 

７８ 

５４ 

５１ 

４８ 

６９ 

３０ 

９３ 

５１ 

合 計  ４９４ ９８８ ２１９ ６５７ 

（４）情 報 理 工 学 研 究 科  

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

情

報

理

工

学

研

究

科

 

数 理 ・ 計 算 科 学 

計 算 工 学 

情 報 環 境 学 

人

３１ 

４５ 

４０ 

人

６２ 

９０ 

８０ 

人

１０ 

１５ 

１３ 

人  

３０ 

４２ 

３９ 

合 計  １１６ ２３２ ３８ １１１ 

 

研
究
科 

研
究
科 

研
究
科 



（５）社 会 理 工 学 研 究 科  

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

社

会

理

工 

学

研

究

科 

 

人 間 行 動 シ ス テ ム 

価 値 シ ス テ ム 

経 営 工 学 

社 会 工 学 

人

２７ 

２６ 

３８ 

３３ 

人

５４ 

５２ 

７６ 

６６ 

人

 １１ 

 ９  

１３ 

１１ 

人  

３３ 

２７ 

３９ 

３３ 

合 計  １２４ ２４８ ４４ １３２ 

 

（６）イノベーションマネジメント研 究 科  

修 士 課 程 博 士 後 期 課 程    

   

課 程  

定 員  

専 攻  

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

入 学 定 員  

 

収 容 定 員  

 

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン 

マ
ネ

ジ

メ
ン
ト

研

究

科 

 

技 術 経 営 

 

 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 

 

 

人

４０ 

 

 

    

人

８０ 

 

 

    

人

     

 

 

１０  

人  

    

 

 

３０  

合 計  ４０ ８０ １０ ３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研
究
科 

研
究
科 



別 表 ２（第 ３９条 関 係 ） 

（１）修 士 課 程 及 び博 士 課 程  

授 与 する学 位 （専 攻 分 野 ） 研 究

科 名  
専 攻 名  

修 士 課 程  博 士 課 程  

理 
 

 

工 
 

 

学 
 

 

研 
 

 

究 
 

 

所 

数 学 

基 礎 物 理 学  

物 性 物 理 学  

化 学  

地 球 惑 星 科 学  

物 質 科 学  

材 料 工 学  

有 機 ・ 高 分 子 物 質  

応 用 化 学  

化 学 工 学  

機 械 物 理 工 学  

機 械 制 御 シ ス テ ム 

機 械 宇 宙 シ ス テ ム 

電 気 電 子 工 学  

電 子 物 理 工 学  

集 積 シ ス テ ム 

土 木 工 学  

建 築 学  

国 際 開 発 工 学  

原 子 核 工 学  

修 士 （ 理 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

修 士 （ 工 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

博 士 （ 理 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

博 士 （ 工 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

生

命

理

工

学

研

究

科

分 子 生 命 科 学 

生 体 シ ス テ ム 

生 命 情 報  

生 物 プ ロ セ ス 

生 体 分 子 機 能 工 学  

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

〃 

〃 

〃 

〃 



総 

合 

理 

工 

学 

研 

究 

科 

物 質 科 学 創 造 

物 質 電 子 化 学 

材 料 物 理 科 学 

環 境 理 工 学 創 造 

人 間 環 境 シ ス テ ム 

創 造 エ ネ ル ギ ー 

化 学 環 境 学 

物 理 電 子 シ ス テ ム 創 造 

メ カ ノ マ イ ク ロ 工 学 

知 能 シ ス テ ム 科 学 

物 理 情 報 シ ス テ ム 

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

〃 

〃 

〃 

修 士 （ 工 学 ）

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

〃 

〃 

修 士 （ 工 学 ）

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

〃 

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

〃 

〃 

〃 

博 士 （ 工 学 ）

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

〃 

〃 

博 士 （ 工 学 ）

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

〃 

情

報

理

工

学

研

究

科

数 理 ・ 計 算 科 学 

 

計 算 工 学 

 

情 報 環 境 学 

修 士 （ 理 学 ）

 

修 士 （ 工 学 ）

 

〃 

博 士 （ 理 学 ）

 

博 士 （ 工 学 ）

 

〃 

社

会

理

工

学

研

究

科

人 間 行 動 シ ス テ ム 

価 値 シ ス テ ム 

経 営 工 学 

社 会 工 学 

修 士 （理 学 ）又 は修 士 （工 学 ）

〃 

〃 

修 士 （ 工 学 ）

博 士 （ 理 学 ）又 は博 士 （工 学 ）

〃 

〃 

博 士 （ 工 学 ）

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研

究

科

 

 

イ ノ ベ ー シ ョ ン 

 

 

 

 

 

         

博 士 （ 技 術 経 営 ）

又 は

博 士 （ 工 学 ）

 

 

（２）専 門 職 学 位 課 程  

研 究

科 名  
専 攻 名  

授 与 する学 位  

（専 攻 分 野 ） 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研

究

科 

 

 

技 術 経 営

 

 

 

 

技 術 経 営 修 士 （ 専 門 職 ）

 

 

 

 



別 表 ３（第 ４１条 関 係 ） 

研 究 科  専 攻  免 許 状 の種 類  免 許 教 科  

理 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

 
 

 
 

 
 

学 
 

 
 

 
 

 
 

研 
 

 
 

 
 

 
 

究 
 

 
 

 
 

 
 

所 

数 学 

 

基 礎 物 理 学  

 

物 性 物 理 学  

 

化 学  

 

地 球 惑 星 科 学  

 

物 質 科 学  

 

材 料 工 学  

 

有 機 ・ 高 分 子 物 質  

 

応 用 化 学  

 

化 学 工 学  

 

機 械 物 理 工 学  

機 械 制 御 シ ス テ ム 

機 械 宇 宙 シ ス テ ム 

電 気 電 子 工 学  

電 子 物 理 工 学  

集 積 シ ス テ ム 

土 木 工 学  

建 築 学  

国 際 開 発 工 学  

原 子 核 工 学  

 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

数 学  

〃 

理 科  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

理 科  

理 科 ，工 業  

理 科  

理 科 ，工 業  

理 科  

理 科 ，工 業  

理 科  

理 科 ，工 業  

工 業  

〃 

〃 

〃 

〃 

情 報  

工 業  

〃 

〃 

理 科  

理 科 ，工 業  



生 
 

 

命 
 

 

理 
 

 

工 

学 
 

 

研 
 

 

究 
 

 

科 

分 子 生 命 科 学 

 

生 体 シ ス テ ム 

 

生 命 情 報  

 

生 物 プ ロ セ ス 

 

生 体 分 子 機 能 工 学  

 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

理 科  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

総 
 

 

合 
 

 

理 
 

 

工 
 

 

学 
 

 

研 
 

 
究 

 
 

科 

物 質 科 学 創 造 

 

物 質 電 子 化 学 

 

材 料 物 理 科 学 

 

環 境 理 工 学 創 造 

 

人 間 環 境 シ ス テ ム 

創 造 エ ネ ル ギ ー 

 

化 学 環 境 学 

 

物 理 電 子 シ ス テ ム 創 造 

メ カ ノ マ イ ク ロ 工 学 

知 能 シ ス テ ム 科 学 

 

物 理 情 報 シ ス テ ム 

 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

理 科  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

工 業  

理 科  

〃 

〃 

〃 

工 業  

〃 

数 学  

〃 

理 科  

〃 

情

報

理

工 

学

研

究

科 

数 理 ・ 計 算 科 学 

 

計 算 工 学 

情 報 環 境 学 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

〃 

数 学  

数 学 ，情 報  

情 報  

工 業  

社

会

理

工 

学

研

究

科 

人 間 行 動 シ ス テ ム 

 

 

経 営 工 学 

社 会 工 学 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

 

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状  

〃 

数 学 ，理 科  

数 学 ，理 科 ，情 報 ， 

工 業  

工 業  

〃 

 




